
水際対策強化に係る新たな措置 

 

令和２年５月１４日 

 

１．入国拒否対象地域の追加（法務省） 

入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下１３か国の全域を 

指定（注１）。１４日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の 

事情がない限り、入国拒否対象とする（注２）。 

アゼルバイジャン、ウルグアイ、カザフスタン、カーボベルデ、ガボン、ギニアビ 

サウ、コロンビア、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア、バハマ、ホンジュラス、 

メキシコ、モルディブ 

（注１）本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で100か国・地域となる。 

（注２）5月15日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、 

「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、今般追加 

した 13か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情がある 

ものとする。５月16日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別 

永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。 

（法務省ＨＰ：上陸拒否について） 

http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf 

 

 

http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf


２．検疫の強化（厚生労働省） 

１４日以内に上記１．の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者につい

て、PCR 検査の実施対象とする。 

上記１．及び２．の措置は、５月１６日午前０時から当分の間、実施す

る。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。 

（厚生労働省ＨＰ：水際対策の抜本的強化に関するＱ＆Ａ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenki

gyou_00001.html 

 

 

３．外務省海外安全ホームページ 

（日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化（新たな措置）） 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C050.html 

 

以上 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
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